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平成１９年（ワ）第１９０４・４２７９号 ボランティア基金返還等請求事件 
原  告  鎌  田  ま り み 外３４名 
被  告  アーク・エンジェルズこと林俊彦 
 
 

原 告 準 備 書 面（５） 
 
 

平成１９年９月１９日 
 
大阪地方裁判所 第１１民事部合議Ｈ係 御中 
 

原告ら訴訟代理人弁護士  辻     公   雄 

同 弁護士  吉 川 法 生 

同 弁護士  大 西 克 彦 

同 弁護士  阪 口 徳 雄 

 

 上記事件について、原告らは次のとおり弁論を準備する。 

 

記 

一、被告提出の帳簿上の収入 
１．被告が郵便局を通じて集めた支援金台帳（以下、「ぱるる」と称す。甲１

０）を見ると、その入金は次のようになる。 
  Ａ ２００６年（平成１８年）１月５日から２００７年７月２７日までで 
    金７９９３万５０３７円 
  Ｂ ２００６年９月１５日から２００６何１２月末までで 
    金７０４８万４０１３円 
  Ｃ ２００６年９月１５日から２００６年１１月末までで 
    金６９４２万９９６２円 
  Ｄ ２００６年９月１５日から２００６年１０月末までで 
    金６１６４万４５１９円 
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２．被告がジャパンネット銀行を通じて集めた支援金台帳（以下、「ＪＮＢ」

と称す。甲９）は次のようになる。 
  Ａ ２００６年４月５日から２００７年６月３０日までで 

金６１６２万１２２１円 
  Ｂ ２００６年９月１５日から２００６年１２月待つまでで 

金５８８２万０１９３円 
  Ｃ ２００６年９月１５日から２００６年１１月末までで 

金５８２７万３１９６円 
  Ｄ ２００６年９月１５日から２００６年１０月末までで 

金５５０４万０７５２円 
３．以上、１・２の合計は 

  １Ａ＋２Ａ＝１億３７５５万６２５８円 
  １Ｂ＋２Ｂ＝１億２９３０万４２０６円 
  １Ｃ＋２Ｃ＝１億２７７０万３１５８円 
  １Ｄ＋２Ｄ＝１億１６６８万５２７１円 
   即ち、「ひろしまドッグぱーく」がらみの入金は１億１６６８万円～１億

２９３０万円とみなされる。 
  なお、基金の月別集まり概要は別紙Ｃのグラフのとおりである。 
 
二、被告の提出の帳簿上の支出（甲９・１０） 
  ２００６年７月１５日～２００７年７月２７日まで、ぱるるでは４９３９

万８０９６円、ＪＮＢでは５６１６万４５２１円、合計１億５５６万２８７

７円 
 
三、支出先についての私的消費ないし不明分 
１．被告の乙７の帳簿上で示される正当な支出は、ＪＮＢ１３５人とぱるる

１１６人分の合計２５１名分、合計４３０万４８２９円と動物病院への支

払い１４６万６８９０円のみである。 
小計５７７万１７１９円。 

２．従って残金の約１億円は私的消費ないし不透明なものであり、その使途

についての日時、相手、事由を明らかにされたくその釈明を求める。 
   特に多額の問題ある支出としては、 
  ①ぱるる口座の２００６年１０月１２日の３０００万円の支出 
  ②同１１月２７日の対個人口座への１０５０万円の支出 
  ③ＪＮＢ口座の２００６年１１月７日、１０００万円の支出 
  ④同１１月８日、１２４０万円の支出 
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  ⑤林俊彦に対するＪＮＢ口座での何口にもわたる５００万円余の支出及び、

ぱるる口座での何口にもわたる５００数万円の支出 
   原告らは、別紙支出全体概略のうち、動物病院・組戻し以外の分は私的

消費ないし不透明不当な支出と見ているので、それらについての被告の釈

明を求める。 
 
四、シェルター基金 

被告は、ひろしまドッグぱーくの件とシェルター基金が約半分ずつと主張

するが、シェルター基金は送付に際してそのことを明記するように原告は求

めている。 
また、募金を募るテレビ放送などでは「犬のための支援金」として報道し

ていたが、シェルター基金募集の報道はなされておらず、支援金送付者の多

くはテレビ報道をみて支援金を送付していることから考えると、６０００万

円以上の金がシェルター建設の目的のために集まったと主張するのはきわめ

て不自然である。 
甲１１でその点を検証するとシェルター資金は２００６年１２月までで２

万９９００円であり、２００７年６月まで含めても、４５万６千円である。 
その詳細は別紙Ｂのとおりである。 

 
五、その他の収入について 
  被告提出の甲９・１０の帳簿以外にも、手渡し、募金、物品内封入分など

の相当多額の収入がある。きちんと入金していると会計報告でも、ブログで

も述べているにもかかわらず、それにあたるような入金は一切、どちらから

も認められなかった。 
  原告（第２次１番）の１００万円の寄付金やタレント杉本彩の５００万円

の寄付金、募金箱に約３００万円はあったという金などもある。 
  これら本帳簿以外での収入分の釈明を求める。 
 
六、釈明を求める事項のまとめ 
  ①ぱるる口座の２００６年１０月１２日の３０００万円の支出 
  ②同１１月２７日の対個人口座への１０５０万円の支出 
  ③ＪＮＢ口座の２００６年１１月７日、１０００万円の支出 
  ④同１１月８日、１２４０万円の支出 
  ⑤林俊彦に対するＪＮＢ口座での何口にもわたる５００万円余の支出及び、

ぱるる口座での何口にもわたる５００数万円の支出 
  ⑥別紙支出全体概略のうち、①～⑤及び動物病院・組戻し以外の支出分 
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  ⑦原告（第２次１番）の１００万円の寄付金やタレント杉本彩の５００万

円の寄付金、募金箱に約３００万円等、本帳簿以外での収入分 

以上の事項の釈明を求める。 
 

以 上 
  


